
  

     

   

 

 

 

 

入園申込書配布期間 
 

 

 

◎入園申込について 
◆新規入園希望の方は、新冠町役場 町民生活課で申請手続きを行って下さい。 

申請手続き後、12月3日から12月17日の期間内に入園申込書等をド・レ・ミ 

まで取りに来て下さい。 

 入園申込書等は、1月9日（金）までに提出して下さい。 
 

◎入園資格  

◆幼稚園 ～ 新冠町に在住する、令和８年４月1日に満3歳から5歳までの児童 

◆保育所 ～ 新冠町に在住する裏面の「保育入園資格」に該当する児童 
          

◎教育保育時間 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※休園日 ～ 日曜日・祝祭日・年末年始・年度始め 

※預かり保育、早朝保育、延長保育、土曜保育を利用するには別途申込が必要です。 
 

 ◎面接日   令和８年１月中旬以降の日程 
（個別に連絡させていただきます） 

◆新規申込者につきましては面接を実施いたします。 

面接では入園を決定するのではなく、園児の様子等の確認及び保育希望の保護者

の就労状況等についての調査を行います。 

◆必ずお子さま同伴でお越し下さい。面接当日に入園に際しての説明も併せて行います。 

  ◆入園の決定については、後日通知します。 

 

 
◎月～金曜日 ９：００～１３：００（夏季・冬季・春季休業期間あり） 

◎預かり保育 Ⅰ型 ＊月～金曜日 １３：００～１６：００ 

Ⅱ型 ＊土曜日（両親の就労）９：００～１６：００ 

Ⅱ型 ＊休業期間中(祝祭日、年末年始を除く)９：００～１６：００ 

  

幼 稚 園 型 

 
◎月～金曜日 ８：００～１６：００ 

◎土曜保育  ８：００～１６：００ 

 

保育短時間型 

 
◎月～金曜日 ８：００～１６：００ 

◎早朝保育  ７：３０から  ◎延長保育 １８：００まで 

◎土曜保育(両親が就労) ８：００～１６：００（早朝、延長保育も併せて利用可能） 

 

保育標準時間型 
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◎利用者負担額について   

３～５歳までの児童及び０～２歳までの町民税所得割課税額が非課税の方は利用者

負担額が無償となっております。 

３歳未満のお子さんについては、世帯収入状況（町民税所得割課税額）により決まり

ます。 

現在のところ、利用者負担額は上記内容となりますが、町では令和８年４月より保 

育料完全無償化に向け、現在検討中であることを申し添えます。 

 

 

 

◎保育入園資格  

 

 

 

 

 

◆保育入園できる児童は、その家族が次のいずれかの事情にある場合です。 
 

①就労（１ヶ月の労働時間が４８時間以上１２０時間未満…保 育 短 時 間） 

    （１ヶ月の労働時間が１２０時間以上…………………保育標準時間） 

②妊娠、出産（産前８週から産後８週まで…保育短時間） 

 ③保護者の疾病、傷害 

 ④災害復旧 

 ⑤求職活動（保育短時間） 

 ⑥就学 

 ⑦虐待やDVのおそれがあること 

 ⑧育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が 

 必要であること 

 

※上記要件に該当して保育を必要とする小学校就学前までの児童が保育対  

象となります。また、勤務時間等により早朝保育、延長保育、土曜保育が 

必要な方は面接時にお申し出下さい。 

 

 
丌明な点がありましたら認定こども園ド・レ・ミまでお問い合わせください。 

 

ＴＥＬ ０１４６－４７－２４８９・０１４６－４７－２９０３（FAX兼） 

お問い合わせ先 


